
大阪市では、「街頭犯罪ワースト1」を返上し、安全で安

心して暮らせるまちづくりをめざして、東淀川区、東住吉

区、平野区を「地域安全対策推進モデル区」として、モデ

ル区内の駐車場・コンビニエンスストア・ガソリンスタン

ドの事業者の方々が設置する防犯カメラの経費の一部を

補助します。 

<平成２３年度までの時限制度> 

 

 

事業者防犯カメラ設置経費補助制度 

【地域安全対策推進モデル区（東淀川区・東住吉区・平野区）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

大 阪 市 

 



○補助対象となる経費、補助率・補助限度額 

駐  車  場 コンビニエンスストア・ 

ガソリンスタンド 

（補助対象となる経費） 

・防犯カメラの設置に要する費用（録画装置の設置費用等を含む）。 

・リース契約等により設置する場合、当初３年間の費用が対象。 

・保守・修理費用、電気料金等の維持管理費用は除きます。 

（補助金額） 

  ・補助対象となる経費の２分の１。 

  ・１台につき１５万円が上限。 

 

さらに、平成２１年度の補助金に限り、上記より算出された額の２分の１を加 

算します。（国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用した加算） 

  ・補助対象となる経費の４分の３。 

  ・１台につき２２万５千円が上限。 

 

 

○補助対象者 

  東淀川区、東住吉区、平野区内で、過去に街頭犯罪の被害が多発している地域内に所在する

駐車場・コンビニエンスストア・ガソリンスタンドの事業者 

（ただし、駐車場については、集客施設等に附設されている駐車場は対象となりません） 

 

○補助対象となる防犯カメラ 

  犯罪の発生を抑制するため特定の場所に継続的に設置されるカメラで録画機能があるもの

で、次の要件を満たす防犯カメラ 

駐  車  場 コンビニエンスストア・ 

ガソリンスタンド 

・撮影対象区域が駐車場内であること。 ・撮影された画像のうち、道路、公園その

他不特定多数の方が利用する場所が、画

像面積の３分の１以上であること。 

 

 

○補助対象となる台数の上限 

駐車場                 ・・・ １施設につき２台 

コンビニエンスストア・ガソリンスタンド ・・・ １施設につき１台 

 

○その他の主な補助要件 

 ・３年間以上使用するものであること。 

・防犯カメラを設置していること及び設置者の名称を記載したプレート等を設置すること。 

・撮影された画像の管理方法、閲覧するための手続きなどを定めた「管理規程」を定めること。 



 

申請から補助金の交付まで 

 

 

（初めて申請する場合） 

          

交付申請書の提出 （購入の場合は12月28日、賃借の場合は11月末日までに提出してください。） 

 

 

   

 

   

     ↓ 

交付決定通知書の送付 （申請から３０日以内に決定） 

    ↓ 

契約・設置工事着工 

    ↓ 

設置完了届の提出 （購入の場合は2月末日、賃借の場合は1月末日までに提出してください。）   

    ↓ 

検査（書類検査及び現場検査）  

 

 

    ↓ 

実績報告書などの提出 （３月末日までに提出してください。） 

    ↓ 

補助金額確定通知書の送付及び支払 

    ↓ 

管理状況報告書の提出 （設置を完了した日から３年に達するまで年１回） 

 

 

 

（継続して申請する場合（賃借により防犯カメラを設置する場合）） 

 

交付申請書（継続分）の提出 （毎年２月末日までに提出してください。） 

    ↓ 

交付決定通知書（継続分）の送付  

    ↓ 

実績報告書の提出 （毎年３月末日までに提出してください。） 

    ↓ 

補助額確定通知書の送付及び支払  

設置場所・撮影内容・見積内容（補助対象経費・補助対象外経費の内訳）など設置内容の説

明ができる方（申請者本人でない場合は委任状が必要です。）が大阪市住まい公社民間住宅

課まで必要書類を添付した交付申請書をご持参ください。 

現場検査には設置内容の説明ができる方の立会いが必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請・ご相談は 

大阪市住まい公社 民間住宅課 

～「大阪市住まい公社」は大阪市住宅供給公社の愛称です～ 

 

〒５３０－００４１ 大阪市北区天神橋６－４－２０ 住まい情報センター６階 

電話：（０６）６８８２－７０３９ ＦＡＸ：（０６）６８８２－７０１１ 

受付時間  平日：午前９：００～午後５：３０ 

           （土、日、祝日及び年末、年始は休業） 

     公社ホームページ：http://www.osaka-jk.or.jp/ 

     大阪市ホームページ：http://www.sumai.city.osaka.jp/ 

 

 

 

このリーフレットに添付の書類（申請時に必要な書類） 

・手続についての留意事項 

・大阪市事業者防犯カメラ設置経費補助金交付申請書（様式第１号） 

・補助金計算書 

・大阪市事業者防犯カメラ設置経費補助金交付申請書（記載例） 

※上記書類に加えて、申請書に記載の添付書類が必要となります。 


